
議案第 ３７ 号

熊取町立小学校大型提示装置の購入について

熊取町立小学校大型提示装置を購入するため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第

96条第１項第８号及び要議決契約等条例（昭和 39 年条例第２号）第３条の規定により、下

記のとおり議会の議決を求める。

令和 ４ 年 ６ 月 ８ 日提出

熊取町長 藤 原 敏 司

記

１．購入物品名 熊取町立小学校大型提示装置

２．契約の方法 指名競争入札による契約

３．契約の金額 金４８，１１６，６４０円

４．契約の相手方 大阪府大阪市港区磯路二丁目２１番１号

日本電通 株式会社

代表取締役社長 戸谷 典嗣
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物品購入概要

１．購入物品 ①大型提示装置（壁掛け対応電子黒板機能内蔵プロジェクター

及び数量 （インターフェースボックスを含む）…………………… ８５台

②大型提示装置（大型電子黒板）…………………………… ５０台

③画像転送装置………………………………………………… ３７台

※既設大型提示装置（３２台）・スタンド（３５台）の撤去を含む。

２．納入場所 熊取町野田二丁目地内他

（中央小学校、西小学校、南小学校、北小学校、東小学校）

３．納入期限 令和４年１０月３１日
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